
 

 

 

謹んで新春のお慶びを申し上げます 
本年も商工会活動に対しまして、一層のご支援 

ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます  

昨年は、緩やかな回復基調となった日本経済と言われてはい

るものの、物価・資源価格の高止まり、深刻化する働き手の

不足、更には最低賃金の引き上げなど、地域の中小企業・小

規模事業者を取り巻く経営環境は依然と厳しい状況が続いた

年と言えます。 

このように地域の商工業者を取り巻く環境は依然厳しいもの

の、商工会会員の皆さまにとって、本年が希望に溢れる良い

一年となることを願うばかりです。 

様々な不安を抱える状況の中、地域の商工業者を支えていく

経済団体として、「最も身近な経営相談所」となるよう経営支 

援のニーズの掘り起しを図り、地域商工業者の皆 

さまの持続的発展を目指し、新たな気持ちでそ 

の責務を果たすよう一層の努力をしてまいり 

ますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

 

【年末調整】・・・今一度確認！ 

年末調整を一言でいうと、従業員や専従者の最終的な年税額

を年末に計算し、精算する手続きのことです。 

この年末調整は、源泉徴収義務者である事業 

所に実施が義務付けられており、年末調整を 

実施した後は、税務署や従業員が居住する市 

区町村にその内容を報告することが必要です。 

令和７年分の年末調整は、税制改正の影響を受け大きな変更

が加えられています。下記に主な変更点３点を簡単にまとめ

ましたので参考にしていただきたいと思います。 

【変更点１】基礎控除・給与所得控除の引き上げ 

「基礎控除の見直し」 

これまで一律４８万円となっていましたが、令和７年は合計

所得金額に応じて５８万円〜９５万円の範囲で控除されるこ

とになります。これは、令和７年・８年分の暫定的措置とな

っており、令和９年分以降は一律５８万円の控除になります。 

ただし、合計所得金額 2,350万円超に対する基礎控除額には

改正はありません。 

「給与所得控除の見直し」 

給与所得控除については、これまでは年収額（＝給与等の収

入金額）に応じて５５万円を最大として段階的に設定されて

いた控除額が、一律６５万円に引き上げられました。 

尚、給与の収入金額が１９０万円超の場合の給与所得控除額

に改正はありません。 

【変更点２】扶養控除・配偶者控除などの所得要件が緩和 

基礎控除・給与所得控除が引き上げられたことにより、扶養

親族や配偶者などの所得要件も次のように見直されました。 

扶養親族等の区分 

所得要件 

（収入が給与だけの場合の収入金額） 

改正後 改正前 

扶養親族 

同一生計者 

ひとり親の生計を一にする子 

58万円以下 

（123万円以下） 

48万円以下 

（103万円以下） 

配偶者特別控除の対象となる

配偶者 

58万円超 133万円以下 

（123 万円超 201 万 5999 円以下） 

48万円超 133万円以下 

（103 万円超 201 万 5999 円以下） 

勤労学生 
85万円以下 

（150万円以下） 

75万円以下 

（130万円以下） 

【変更点３】特定親族特別控除の創設 

基礎控除の引き上げに伴い、大学生の年代の子ども（１９歳

以上２３歳未満）がいる世帯の税負担を軽減するため、「特定

親族特別控除」が創設されました。これは、従来、いわゆる

「１０３万円の壁」を意識して就業調整をしていた学生アル

バイトに対する措置で、特定親族にあたる扶養親族の合計所

得金額に応じて段階的に特別控除が受けられるというもので

す。昨年まで特定扶養親族（１９歳以上２３歳未満）として

控除を受ける要件のひとつに合計所得金額が４８万円以下

（収入が給与だけの場合は年収１０３万円以下）とありまし

たが、令和７年以降、合計所得金額が５８万円以下（収入が

給与だけの場合は年収１２３万円以下）となりました。しか

し、より多くのアルバイト収入を得る大学生がいる場合、こ 

の控除が適用されなくなるため世帯への税負担が大きくなり

ます。そこで、この年齢層に対して、所得の多寡に応じて段

階的な控除が適用されることになりました。（尚、 

所得金額に対する特定親族特別控除額の一覧に 

ついては国税庁のホームページ等でご確認くだ 

さい。） 

つまり、合計所得金額が５８万円以下（年収１２３万円以

下）であれば「特定扶養親族」として扶養控除が適用され、

合計所得金額５８万円を超える場合（年収１２３万円超）は

特定親族特別控除が適用されることになります。また、特定

親族特別控除は、所得が増えるほど控除額は少しずつ減額さ

れ、最終的に合計所得金額が 123 万円（年収 188 万円）を

超えると適用対象外となります。 
 

以上、簡単にまとめてみましたが、国税庁のホームページ

「年末調整がよくわかるページ」等で確認していただき、お

間違いのない事務手続きをお願いします。 

※源泉所得税納付期限 令和８年１月１３日（火） 

但し、納期特例届出事業者は１月２０日（火）となります。 

 

 

 
 

商工会では、個人事業主の決算・確定申告全般にわたり、一

連の支援業務を行います。昨年まで、商工会で支援を実施さ

せていただいた事業所の方には、後日、申告指導支援の案内

を郵送させていただきますが、持参いただく書類等 

をよく確認していただき、お早めに来会いただきま 

すようお願いします。尚、商工会規程により、事務 

手数料をお願いしますのでご了承ください。 

また、商工会の記帳機械化を利用している皆さまにおいて

は、「出納帳」などを早めに提出いただきますようご協力

をお願いします。早め早めの対応がトラブルを防ぎます。 

発行：下呂市馬瀬商工会 
℡：0576-47-2244 
下呂市馬瀬名丸４０６ 

裏面につづきます。 



【個人事業者確定申告法定納期限】 

所得税及び復興特別所得税確定申告 令和８年３月１６日（月） 

消費税及び地方消費税確定申告 令和８年３月３１日（火） 

 

 

 

 

下呂市では、エネルギーや食料品価格の高騰が続く中、市民

生活の支援と地域経済の活性化を図るため、１２月の補正予

算において「緊急物価高対策」とした幾つかの支援策を展開

することが可決されました。 

この中で、３つの支援策を簡単にご紹介します。 

【下呂市暮らし応援商品券】 

市内の商工会加盟店で使用できる商品券を、 

全市民一人当たり12,000円分配布します。 

【低所得者世帯への追加支援】 

低所得者世帯の方々には、追加で 5,000円分の商品券を配布

します。 

【中小企業等省エネ設備切り替え支援】 

各事業所における既存の照明設備をＬＥＤに切り替える費用

に対し、１／２以内（上限２０万円）を補助します。 
 

商品券の配布については、市内の商工会員の事業所において、

おおよそ 3 億６千万円の消費が見込まれます。この商品券を

利用した、積極的な集客・販売促進活動をぜひ展開してい

ただきたいと思います。 

また、省エネ設備切り替え支援について、ＬＥＤの切り替え

が進んでいない事業所においては、これを機にぜひ省エネに

むけた取り組みをするとともに、この支援事業に電気工事等

で対応する事業所においては、積極的な営業活動を展開して

いただきたいと思います。 
 

各支援策の内容については、現在、下呂市の担当部において

検討していただいていますが、詳細がわかり次第、会員の皆

さまには周知していきます。こういった下呂市の支援策を有

効に活用し、各事業所の経営の安定と地域経済の活性化につ

ながるよう、一層の企業努力に励んでいただきたいと考えて

います。 

 

 

 
 

マル経融資の特徴は、融資の窓口は商工会で、融資元は日本

政策金融公庫と役割が分かれている点です。小規模事業者

（個人事業主や中小企業）は、商工会を通じて融資を受けら

れるよう日本政策金融公庫へ推薦してもらい、審査に通ると

日本政策金融公庫から融資が受けられることになります。 

無担保・無保証人・低利で利用できる融資制度です。  

【資金使途】 運転資金、設備資金 

【融資限度額】 ２，０００万円 

【返済期間】 １０年以内（据置期間２年） 

【利  率】 年２．１０％（令和７年１２月１日現在） 

※下呂市による利子補給制度もあります。（償還開始日から12ヵ月間、利子額の全額を補助） 

すでに「マル経融資」の利用がある事業所は、前貸決済の借

替えも検討できます。また初めて利用を希望される事業所も、

お気軽にご相談ください。まずはお電話を！ 

 ◆お子さまの教育資金◆ 

日本政策金融公庫の「国の教育ローン」がサポートします。

大学・短大・専門学校・高校等への入学時・ 

在学中にかかる教育費用を対象とした公的 

な融資制度です。 

ご融資額 お子さま１人あたり３５０万円以内 

利 率 年３．１５％（安心の固定金利）※R７.９月現在 

返済期間 ２０年以内 

お使い道 入学金・授業料・受験費用・家賃等 

   《教育ローンコールセンター 0570-008656》 

 

 

 

 

年度末にご案内いたしました「第２５回新春講演会と懇親

会」につきまして、案内が直前になってしまいましたことを

お詫び申し上げます。 

今回の新春講演会では、豊実精工株式会社 代表取締役  

今泉亮太郎氏をお招きし、貴重なお話を伺います。 

日時：令和８年１月１７日（土）１１時～１２時 

場所：美輝の里（馬瀬西村） 

【第１部】：新春講演会 

演題「あとつぎの覚悟」 

今泉社長より、社長に至るまでのお考えや覚悟についてお話

しいただきます 

【第２部】：新春座談会  

テーマ：「豊実精工様の「ERIN」と馬瀬事業所の展開・二代

目としての意気込み」今泉社長をパネリストにお迎えし、進

行役として村山チキン㈱ 村山弘明社長、馬瀬建設㈱ 森本

翔太郎社長をお迎えして、次世代を担うリーダーとしての想

いや、事業所の今後の展開について、ざっくばらんに語って

いただきます。講演会終了後には、懇親会も予定しています。 

お申込みをご検討の方や、ご相談のある方は、お早めに、 

下呂市馬瀬商工会 （☎47-2244）までご連絡ください。 

     

 

 
 

Ｗｅｂセミナーは、インターネットで映像コンテンツを視聴

することにより、様々な経営情報が取得できる商工会の専用

サービスです。「いつでも、どこでも、何度でも」利用できま

すので、ぜひ新しい年からはじめてみませんか？ 

経営支援情報の入手、社内研修として、自己啓発な 

どにぜひご活用ください。 

商工会ホームページのバナーから入ることができ 

ますが、利用には専用ＩＤとパスワードが必要です。 

    専用ＩＤ 58５１  パスワード58５１ 

 

 

お子様の 

進学に向けて！ 


